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１．日   時 平成 31 年 2 月 15 日 
 

午後 2 時 
 

       
２．場   所 能代市役所大会議室 

   

       
３．出席委員 

     

  
        

 

  
議席番号 氏  名 議席番号 氏  名 

 

  
    １１ 大鐘 正彦 

 

  
２ 安井 鐘美 １２ 佐々木博子 

 

  
３ 平川 義市 １３ 金谷 和美 

 

  
４ 茂呂  誠 １４ 山崎 和博 

 

  
５ 袴田  謙 １５ 飯坂  司 

 

  
６ 髙橋 英敏 １６ 堀内 直富久 

 

  
７ 佐々木 力 １７ 工藤 次雄 

 

  
    １８ 秋林 富美雄 

 

  
9 大高 富子 １９ 佐藤 信孝 

 

  
１０ 熊谷  治     

 

  
        

 

  
        

 

   
  

   

       

       

       
４．欠席委員 議席番号 氏  名 議席番号 氏  名 

 

  
1 髙橋 豊彦 ８ 渋谷 孝一 

 

  
        

 

  
        

 

  
        

 
       

       

       

       

       

       
５．事務局出席者 職名 氏名 

  

  
事務局長 佐藤 義光 

  

  
局長補佐 柴田 新栄 

  

  
主査 工藤 徹也 

  

       

       

      

      

      



 

 

 

６．案 件  

 議 案 番 号  

 ５ 

 ６ 

 ７  

  報告事項１ 

  報告事項２ 

  報告事項３ 

 

 

農地法第３条の規定による許可申請について 

農地法第５条の規定による許可申請について 

農用地利用集積計画について 

農地法第４条第１項第８号の規定による届出について 

農地法第５条第１項第７号の規定による届出について 

農地法第１８条第６項の規定による通知について 

７．会議の概要 

 

 

事 務 局 

 

 

 

（開 会） 

 

ただ今から能代市農業委員会総会を開会いたします。 

欠席の届出がありますので、ご報告いたします。 

議席番号１番高橋豊彦委員、８番渋谷孝一委員の２名です。 

１９名中１７名の出席となっており、出席委員は定足数に達しております。 

それでは、佐藤会長からご挨拶と総会の議長と進行をお願いいたします。 

                    

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

それでは会議に入ります。 

始めに、前回の会議以降の会務報告を事務局より願います。 

                        

（事務局 説明） 

 

ただ今の報告について、ご質問等ありませんか。 

 

（なしの声） 

 

ないようですので会議を進めます。 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

次に、議事録署名委員の選出ですが、慣例に従い当方より指名したいと思

いますが、ご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議がないようですので、当方より指名いたします。 

議席番号１５番飯坂司委員と議席番号１６番堀内直富久委員の両名にお願

いします。 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

それでは、議案第５号 農地法第３条の規定による許可申請についてを議

題とします。なお、関連がありますので、報告事項３と併せ事務局の説明を願

います。 

 

議案第５号 農地法第３条の規定による許可申請書の提出がありましたの

で、ご提案いたします。 

所有権移転 ２件、譲渡人２人、譲受人２人、申請土地の面積は田が５００

㎡、畑が４４８㎡、計９４８㎡。 

賃借権設定 １９件、賃貸人１６人、賃借人１３人、申請土地の面積は田の



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山崎和博委員 

みで１２３，５９６㎡。 

使用貸借権設定 １件、貸人１人、借人１人、申請土地の面積は田のみで２，

９０５㎡となっております。 

２ページをご覧ください。 

所有権移転 整理番号１ 申請土地は機織字轌ノ目１４２－１、地目は畑

で、面積４４８㎡、価格は無償で、移転事由は経営拡張です。 

整理番号２ 申請土地は鶴谷新田１９４－１、地目は田で、面積５００㎡、

価格は無償で、移転事由は配偶者への生前一括贈与です。 

賃借権設定 整理番号３ 申請土地は松長布２０、地目は田で、面積１，０

４４㎡ほか計６筆、３，２４８㎡、賃借料は総額２万５千円、申請事由は新規

就農で、設定期間は３年間です。 

なお、この案件は合意解約の通知があります。３０ページをお願いします。 

合意解約 整理番号３ 解約した土地は松長布２０、地目は田で、面積１，

０４４㎡ほか計６筆、３，２４８㎡、離作条件はなし、解約事由は後継者へ経

営移譲するためで、合意解約成立月日、土地の引渡月日ともに１２月２８日で

す。 

２ページにお戻りください。 

整理番号４ 申請土地は松長布４４、地目は田で、面積１，０００㎡ほか計

４筆、３，６１０㎡、賃借料は総額玄米２１０ｋｇ、申請事由は新規就農で、

設定期間は３年間です。 

こちらの案件も合意解約の通知があります。３０ページをお願いします。 

合意解約 整理番号４ 解約した土地は松長布４４、地目は田で、面積１，

０００㎡ほか計４筆、３，６１０㎡、離作条件はなし、解約事由は後継者へ経

営移譲するためで、合意解約成立月日、土地の引渡月日ともに１２月２８日で

す。 

２ページにお戻りください。 

整理番号５ 申請土地は松長布６２、地目は田で、面積１，０４４㎡ほか計

３筆、２，６３８㎡、賃借料は総額玄米１２０ｋｇ、申請事由は新規就農で、

設定期間は３年間です。 

こちらの案件も合意解約の通知があります。３１ページをお願いします。 

合意解約 整理番号６ 解約した土地は松長布６２、地目は田で、面積１，

０４４㎡ほか計３筆、２，６３８㎡、離作条件はなし、解約事由は後継者へ経

営移譲するためで、合意解約成立月日、土地の引渡月日ともに１２月２８日で

す。 

３ページにお戻りください。 

整理番号６ 申請土地は松長布６３、地目は田で、面積１，０４４㎡ほか計

３筆、２，６１０㎡、賃借料は総額玄米１２０ｋｇ、申請事由は新規就農で、

設定期間は３年間です。 

こちらの案件も合意解約の通知があります。３１ページをお願いします。 

合意解約 整理番号７ 解約した土地は松長布６３、地目は田で、面積１，

０４４㎡ほか計３筆、２，６１０㎡、離作条件はなし、解約事由は後継者へ経

営移譲するためで、合意解約成立月日、土地の引渡月日ともに１２月２８日で

す。 

今回の許可申請は、件数も多く、事前に議案配付していることから説明を省



 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

事 務 局 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略したらいかがでしょうか。 

 

山崎和博委員より説明省略の声がありましたが、説明を省略してご異議あり

ませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議無いようですので、説明を省略させていただきます。 

 

以上、いずれの案件も農地法第３条第２項の各号に該当しないため、許可で

きるものと考えておりますので、よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

事務局の説明が終わりましたが、何か質問等はありませんか。 

 

  （なしの声） 

 

なしの声がありますので、本案は原案のとおり承認してご異議ありません

か。 

 

  （異議なしの声） 

 

本案は原案のとおり承認することに決しました。 

次に、議案第６号 農地法第５条の規定による許可申請についてを議題と

します。なお、関連がありますので、報告事項２と併せ事務局の説明を願いま

す。 

 

議案第６号 農地法第５条の規定による許可申請書の提出がありましたの

で、意見を付すためご提案いたします。 

７ページをご覧ください。 

賃借権設定、件数１件、賃貸人１人、賃借人１人、申請土地の現況地目は畑

のみで４２５．６６㎡になります。 

８ページをご覧ください。 

賃借権設定、整理番号１、申請土地は、字南陽崎２８－１、現況地目は畑１，

７２８㎡の内３０８．２０㎡外１筆、計畑２筆、２，９９９㎡の内４２５．６

６㎡、申請事由は資材置場、駐車場等として一時転用により使用したいという

申請であり、農振地域外の第２種農地になっております。 

場所は、９ページをご覧ください。 

長崎の日産プリンス秋田から西側に約２００ｍ、三頭沼より南側に約１００

ｍの位置にある農地になっております。 

周囲の状況は、四方を農地で囲まれている場所ですが、農業公共投資の対象

となっていない小集団の生産力の低い農地に該当するため、第２種農地と判断

しております。 

事業内容をご説明する前に、報告事項２と関連がありますので、ここでご報

告させて頂きます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

佐々木力委員 

 

 

 

 

 

 

２５ページをご覧ください。 

報告事項２：農地法第５条第１項第７号の規定による届出がありましたの

で、ご報告いたします。 

件数が１件、筆数が１筆、届出土地の現況地目は畑のみで２６０㎡となって

おります。 

２６ページをご覧ください。 

整理番号１、届出土地は、字南陽崎２４－４、現況地目は畑で、面積は１，

２７１㎡の内２６０㎡、届出事由は、ＮＴＴドコモ移動通信用中継基地局を設

置するためとなっております。 

場所は、２７ページになりますが、議案第６号整理番号１と同じ場所になり

ます。 

土地の利用計画については、２８ページをご覧下さい。 

図面の四角い黒枠で囲っている部分が、１，２７１㎡の内の２６０㎡の部分

であります。 

事業の名称は、能代南陽崎ＬＴＥ建物設備工事であり、事業内容は、鉄筋コ

ンクリート造基礎を地下に埋設し基礎上に高さ４０ｍの鉄塔と中継施設であ

る無線装置・電源・耐雷トランスを設置します。最高で０．２ｍの盛土と地下

に鉄塔の基礎が埋設されますが、鋼矢板による地上０．５ｍ、地下７ｍの土留

工が計画されています。鉄塔・無線装置周辺には侵入防止のためのアルミフェ

ンスを設置し、フェンスから道路までの間は保守点検等を行なう際の駐車場と

して利用する計画となっております。 

土地は賃貸借であり、期間は工事完了後１０年間です。工事期間は平成３１

年３月１日～平成３１年８月３１日までとなっております。 

それでは、議案第６号の案件に戻りまして、事業内容をご説明いたします。 

１０ページをご覧下さい。 

図面の四角い黒枠で囲っている部分が合計面積４２５．６６㎡の申請地であ

ります。少しわかりづらいですが、さきほど報告しまた届出地の北側及び東側

に位置しており、ＮＴＴドコモ移動通信用中継基地局を設置するための、資材、

仮設ハウス置き場、作業スペース、工事車両等の駐車場が利用目的となってお

ります。工事期間は平成３１年３月１日から平成３１年８月３１日までです。 

被害防除は、境界はしっかりしており、作業スペースには鉄板を敷き造成工

事はないことから、近隣の農地、住宅等に被害が及ばないように計画されてお

ります。 

 説明は、以上です。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 

 

本案は現地調査を行っておりますので、その報告をお願いいたします。 

 

議案第６号「農地法第５条の規定による許可申請について」の現地調査の結

果をご報告いたします。 

２月５日（火）午後１時３０分から、現地調査班第１班、３番平川委員、４

番茂呂委員、事務局１人と私の計４人で現地調査を行いました。 

整理番号１は、資材置場と駐車場の一時転用の申請ですが、現況地目は畑に

なっておりました。 

境界等はしっかりしており、周囲の住宅、農地等に被害を及ぼすことのない



 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 
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ことを確認しました。以上、ご報告いたします。 

 

事務局の説明と現地調査の説明が終わりましたが、何か質問等はありません

か。 

 

（なしの声） 

 

 なしの声がありますので、本案を原案のとおり承認することにご異議ありま

せんか。 

 

（異議なしの声） 

 

 本案は原案のとおり承認することに決しました。 

次に、議案第７号 農用地利用集積計画についてを議題とします。事務局の

説明を願います。 

 

議案第７号 農用地利用集積計画の提出がありましたのでご提案いたしま

す。 

所有権移転 ４件、譲渡人４人、譲受人４人、申出土地の面積は田のみで３

０，６７３㎡。 

利用権設定 ３３件、賃貸人３３人、賃借人１２人、申出土地の面積は田の

みで１６１，９８７．０５㎡。 

利用権移転 １件、転貸人１人、転借人１人、申出土地の面積は田のみで３

９，１７３㎡となっております。 

１２ページをご覧ください。 

所有権移転 整理番号１ 申出土地は磐字東家下４７、地目は田で、面積２，

３４９㎡ほか計６筆、１４，７０６㎡、価格は総額４２０万円で、移転事由は

経営拡張です。 

整理番号２ 申出土地は河戸川字谷地１９５、地目は田で、面積４８２㎡ほ

か計１０筆、６，６１２㎡、１０ａ当たりの価格は２０万円で、移転事由は経

営拡張です。 

整理番号３ 申出土地は産物字狐森１４－１、地目は田で、面積２，３５２

㎡ほか計２筆、２，８９９㎡、価格は総額１０万８千５百円で、移転事由は経

営拡張です。 

整理番号４ 申出土地は久喜沢字赤坂下５７、地目は田で、面積６，４５６

㎡、価格は総額１６０万円で、移転事由は経営拡張です。 

整理番号５から１９までは農地中間管理事業によるもので、設定期間は１０

年間となっております。 

利用権設定 整理番号５ 申出土地は松長布４２６、地目は田で、面積１，

０４４㎡、１０ａ当たりの賃借料は１万３千６百円です。 

整理番号６ 申出土地は真壁地字上野２６５、地目は田で、面積１，０２４

㎡、１０ａ当たりの賃借料は１万円です。 

整理番号７ 申出土地は真壁地字上野２６６、地目は田で、面積１，０３５

㎡、１０ａ当たりの賃借料は１万円です。 



 

 

 

 

熊谷治委員 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

事 務 局 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

今回の利用集積は、件数も多く、事前に議案配付していることから説明を省

略したらいかがでしょうか。 

 

熊谷治委員より説明省略の声がありましたが、説明を省略してご異議ありま

せんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議無いようですので、説明を省略させていただきます。 

 

以上、いずれの案件も農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の要件を満た

していると考えておりますので、よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

質疑に入りますが、議事参与がありますので、整理番号２７番を先議します。 

１５番飯坂司委員は、暫時ご退席願います。 

 

（飯坂委員 退席） 

 

整理番号２７番について何か質問等はありませんか。 

 

  （なしの声） 

 

なしの声がありますので、本案を原案のとおり承認することにご異議ありま

せんか。 

 

  （異議なしの声） 

 

本案は原案のとおり承認することに決しました。 

 

  （飯坂委員 着席） 

 

飯坂委員にご報告いたします。本案件は原案のとおり承認されましたのでお

知らせします。 

他の案件について、質疑を行います。何か質問等はありませんか。 

 

  （なしの声） 

 

なしの声がありますので、本案は原案のとおり承認してご異議ありません

か。 

 

  （異議なしの声） 

 

本案は原案のとおり承認することに決しました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

次に、報告事項１ 農地法第４条第１項第８号の規定による届出について

を議題といたします。 

事務局の説明を願います。 

 

（事務局説明） 

 

報告事項でありますのでご了承願います。 

次に、報告事項２ 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について

を議題といたします。 

事務局の説明を願います。 

 

（事務局説明） 

 

報告事項でありますのでご了承願います。 

次に、報告事項３ 農地法第１８条第６項の規定による通知についてを議

題といたします。 

事務局の説明を願います。 

 

（事務局説明） 

 

報告事項でありますのでご了承願います。 

続いて、その他に入ります。事務局から説明願います。 

 

（事務局説明） 

・今後の行事予定について 

 

委員のみなさん方から何かありませんか。 

 

（なしの声） 

 

ないようですので以上を持ちまして総会を閉じたいと思います。 

  

                    終了 午後２時３５分 

 

議 長 

 

議事録署名委員 

     １５ 番 

  

    １６ 番 

 

  

 

 


